
会計年度任用職員選考申込書 

記入日 令和    年   月   日 

本紙の記入事項について、虚偽がないことを確認した上で申し込みます。 

職 種 
※希望する職種に○をしてください。両方でもかまいません。 

児童クラブ支援員 ・ 児童クラブ補助員 

 

ふりがな  

氏 名       

生年月日 昭和 ・ 平成    年   月   日  （満     歳） 

現住所 

〒 

TEL 

連絡先 

〒 

TEL 

※現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入 

 

期 間 学歴（最終学歴のみ） 該当するものに○ 

S・H・R  年  月から 

S・H・R  年  月まで 
 

在籍（  学年）・卒・

卒見込・中退・終了 

 

期 間 
職歴（最近のものから順に記入） 

※児童クラブ勤務歴は勤務地ごとに記入（他市町、民間含む） 
備 考 

S・H・R  年  月から 

S・H・R  年  月まで 
  

S・H・R  年  月から 

S・H・R  年  月まで 
  

S・H・R  年  月から 

S・H・R  年  月まで 
  

S・H・R  年  月から 

S・H・R  年  月まで 
  

S・H・R  年  月から 

S・H・R  年  月まで 
  

S・H・R  年  月から 

S・H・R  年  月まで 
  

S・H・R  年  月から 

S・H・R  年  月まで 
  

S・H・R  年  月から 

S・H・R  年  月まで 
  

※行が不足する場合は、職務経歴書（A4サイズ、様式は自由）を別添してかまいません。 

写真 

 

・３か月以内に撮影した

もので、上半身脱帽正

面向きのもの 

・サイズ 

 タテ…4～４．５ｃｍ 

 ヨコ…３～３．５ｃｍ 



資格・免許について（補助員希望の方も、あてはまるものがあれば記入してください） 

自動車運転免許 あり ・ なし 自動車での通勤 できる ・ できない 

放課後児童支援員認定資格 あり（ 平成 ・ 令和   年取得） ・ なし  

放課後児童支援員に関連

する資格・経験 

（周南市放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例第 10 条第

3項各号の規定に基づく） 

※該当する全てに✓して

ください 

□ 保育士の資格を有する 

□ 社会福祉士の資格を有する 

□ 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校

の教諭となる資格を有する 

□ 高校卒業後、2年以上、児童福祉事業に従事した 

□ 高校卒業後、２年以上かつ総勤務時間 2,000 時間以上、児童クラブ

又は児童クラブに類似する事業に従事した 

□ ５年以上かつ総勤務時間 2,000時間以上、児童クラブに従事した 

□ 大学又は大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸

術学もしくは体育学を専修する学科（又は相当の課程）を修めて卒

業した 

※児童福祉事業とは、児童福祉法に規定される事業です。 

※上記の資格に該当する場合、資格を有することを証する書類の写しを添付してください。 

勤務について 

勤務希望 

第１希望 第２希望 第３希望 第４希望 下の①～⑤から選んで、 

左の欄に記入してください。 

（第４希望まで記入しなくても可） 
    

職種・勤務要件 

①支援員 ： 週５日、 １日 ５時間 

②支援員 ： 週５日、 １日 ５時間（ただし ８月のみ１日７時間） 

③支援員 ： 週４日、 １日 ４．５時間（ただし 1日保育の日は５時間） 

④補助員 ： 週４日、 １日 ３時間（ただし 1日保育の日は５時間） 

⑤補助員 ： 週３日、 １日 ３時間（ただし 1日保育の日は５時間） 

希望勤務地 
いずれでも可 ・ 徳山地区 ・ 新南陽地区 ・ 熊毛地区 ・ 鹿野地区 

その他（                                       ） 

令和５年度に子・孫が 
市内の小学校に在籍 

あり （          小学校） ・ なし 

その他の就労 

※同じ期間に児童クラブ以外にも仕事に就く（予定含む）場合、記入してください。 

就労先（勤務地）：              【 月 ・ 週（   ）日、１日（   ）時間】 

児童クラブで勤務するとき、

重視することを１単語で表し

理由を記入してください。 

大事なのは、 「               」 。 

理由： 

その他の特記事項があれ

ば記入してください。 
 

 
※申込書は、手書きの場合、黒又は青のボールペン等で記入してください（鉛筆や消えるペンは不可） 


